
○

特
定
金
融
指
標
算
出
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
金
融
指
標
算
出
者
に
よ
る
届
出
書
類
の
添
付
書
類
）

（
特
定
金
融
指
標
算
出
者
に
よ
る
届
出
書
類
の
添
付
書
類
）

第
四
条

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
四
条

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を

一

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を

含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の

（
新
設
）

の
代
表
者
又
は
管
理
人
を
含
む
。
）
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏

名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
一
項
の
書
類
に
記
載
し
た
場

合
に
お
い
て
、
ハ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

書
面

イ

履
歴
書

ロ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ

個
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
個
人
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六

条
の
八
十
六
第
一
項
の
書
類
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
個
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

1



（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
六
条

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
定

第
六
条

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
定

金
融
指
標
算
出
者
は
、
変
更
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
変
更
の
内
容

金
融
指
標
算
出
者
は
、
変
更
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
変
更
の
内
容

、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す

れ
ば
足
り
る
。

れ
ば
足
り
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変

二

法
第
百
五
十
六
条
の
八
十
六
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変

更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お

（
新
設
）

い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に

三

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に

代
表
者
又
は
管
理
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

代
表
者
又
は
管
理
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い

（
新
設
）

て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と

2



き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面
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